平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　（氏名省略）
被告　　渋谷区、東京都

第１７準備書面
　　　　　　
平成２１年３月１１日

東京地方裁判所民事第３８部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外

第１　被告渋谷区に対する求釈明

１　去る１月28日、本件開発事業者三菱地所（株）は、「計画変更」を理由に平成19年3月23日以来２年近くに渡り続けられた事前相談を、取り下げているが、ここに至った経緯について以下の点を明確にしつつ具体的に明らかにされたい。

（1） イ,被告渋谷区は平成19年12月26日以来、既存樹木等の保存を中心に、　　　検討を要請してきたというが（被告渋谷区準備書面〔４〕）、その「検討」の具体的内容は、いかなるものか。既存樹木等とあるが、この「等」には中村是公が建築した文化財としての建物は含まれていたのか。そうでないとすれば、それはいかなる理由か。そもそもこれらの建物について、文化財としての認識はあったのか。あるいは、羽沢ガーデンが建物と庭が一体となった文化財であるという認識はあったのか。

ロ，既存樹木は前記事前協議開始時も現在も樹林として少なくとも4000㎡以上あるが、これらを全体として保全することを求めていたのか。そうでないとすれば、どの部分の保存を求めていたのか。その位置、面積、樹木の種類、本数等、及びその選択基準。またこの選択にあたって、平成17年11月11付で渋谷区みどりの確保に関する条例による保存樹林の指定解除、平成19年3月15日東京都が、羽沢ガーデンの「自然地」

を897㎡にすぎないと認定したことについてどのように配慮したのか。

前記事前相談において、本件訴訟で原告らより指摘された、上記２つの条例違反は、どのように考慮されたか。

（２）イ，例えば、前記事前相談において（１）に関連する事項において、事業者側とどの点に意見の相違があったのか。すでに区民に情報開示されている原計画（乙第３号証）に則して具体的に明らかにされたい。

　　　ロ，事業計画の変更は通常事前相談の中で合意されてゆくものであるが、これが出来ないような重要な意見の相違があったのか。あったとすれば、どのような点か。

（３）イ，甲25号証の「新計画」を表現するとされるラフスケッチ（三菱地所（株）作成）については、作成年月日を「平成21年2月ころ」としているが、何故、作成日を特定できないのか。作成日を何故質ねなかったのか。これでは2月1日の作成もありうる。すると前記事前相談を取り下げた1月28日の直後ということになるが、その通りか。それならば、この程度のものをつくるのは簡単なことであるから、その前にこの「新計画」なるものを何故、事業者側は被告渋谷区に前記事前相談のなかで提起しなかったのか。被告渋谷区も、かかる状況のなかで充分「新計画」を知ることが出来る筈なのに、何故分からなかったのか。

　　　ロ，再度の「事前相談」は、何時、どのような機会に始まったのか。事前相談を再開した以上、「新計画」の設計図等、必要書類は手中にある筈なのに何故これだけ今回提出したのか。「新計画」の全体を示すべきではないのか。

第２　東京都自然保護条例、渋谷区みどりの確保に関する条例と都市計画法の開発許可基準との関係

　　　

原告らは、第16準備書面において、都市計画法（以下「法」という）、東京都自然保護条例（以下「都条例」という）、渋谷区みどりの確保に関する条例（以下「区条例」という）が、法的に直接連動していることを論じた。すなわち法第33条1項9号は、法29条の許可基準として、「政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域におけるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(・・),環境)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(・・),保全)するため・・・開発区域における植物の育成の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な設置が講ぜられるよう設計が定められる」ことを求めている。これをうけて。法施行令23条の3項は政令で定める規模は１ヘクタールとしながらもただしとして、「環境を保全するため。必要があると認める時は。都道府県は、区域を限り0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることが出来る。」としている。そして、これに基づいて東京都が市街化区域等の地域に限り0.3ヘクタールすなわち3000㎡以上、10000㎡未満の規模の開発についても法33条1項9号の開発規制を求めることが出来る。さらに、この規制の技術的細目については、法33条3項において「地方公共団体は、土地利用の・・・現状を・・・勘案し、前項の技術的細目のみによっては、環境の保全を図ることが困難と認められる場合にあっては、条例で制限を強化することが出来る」とされているから、都条例はその第47条等で開発規制を法より厳しくしているのである。規制の詳細は従前述べているし、必要があればまた論ずるが、ここで確認しておかなければならない大事なことは、都条例の「より厳しくされた」開発規制の要件はすなわち、本件のような東京都の市街化区域においては、法との関係においてその開発許可基準になるということである。もとより、条例は地方自治法、環境基本法、都市緑地法等、根拠法令、関連法令を有するから、条例固有の法律効果が与えられていることはいうまでもない。問題は、法との関係に見られるような連動関係を見過ごさないことである。区条例と法との関係も、ほぼ同様である。開発行為の規模を直接問題としていないため、施行令23条を考えなくて良いだけである。従って、法の開発許可基準を考えるにあたって、環境保全がいかに大事であるかを、これらの条例は明確に示しているのである。しかしここで忘れてはならないことは、環境保全とは法2条（理念）、環境基本法1条（目的）が明記する通り、国民の健康で文化的な生活を確保することである。

　本件羽沢ガーデンのような重要文化財として評価さるべき存在の開発において、環境の保全とはまさに文化の保全だといっても過言ではないのである。

第３　検証の必要性

　　　我々は、本件羽沢ガーデンについて平成20年6月25日、検証の申し出をした。その理由及び証統べ事実は、同申し出書の通りである。

　　　当時の要証事実のうち、４８００㎡の樹林からなる自然地が存在し、東京都が８９７㎡しか自然地がないというのは虚構も甚だしく、都条例４７条ひいては都市計画法３３条に著しく反するものであることは、航空撮影を含む外部からの専門家等の現認、写真等の豊富な証拠により証明されたといってよい。しかし羽沢ガーデンの文化的価値は建物と庭が一体となったその存在である。羽沢ガーデン保全に係わる学者、文化人によって、昨年10月14日結成された「羽沢ガーデンの重要文化財と景観を守る会」（以下「守る会」）はこの特長を以下の通り指摘している。

　　　「その建物は、武家屋敷を思わせる豪壮な和風の造りに洋風応接間をしつらえて、モダニズムの雰囲気を色濃くかもしだす。大正期羽沢地域の都市的文脈を伝え、また土地の高低差を利用して高木、藻木等を配した緑したたる庭を包み込んでいる」これこそ、羽沢ガーデンの文化を理解する上で、かかせないことである。証明済みといえなくはないが、百聞は一見にしかずである。去る3月3日「事業計画の変更」という転機をふまえて、すでに守る会は、事業者側に対し現場を公開して、その文化性を確認し、これを保全する現実的な道を見い出すことを求め、かつそれは可能だとしている（甲12の1、2、3）

羽沢ガーデンの建物と庭を目のあたりにすることこそ、羽沢ガーデンの文化的価値とこの開発の適否を正しく判断する最短の道である。建物はもとより木造である。どんなにすぐれた建物でも放置すれば傷みが生じることはいうまでもない。約3年この状態が続いている。放置による緩まんな文化財の解体は許されない。事業者側が、守る会の申入れを受け入れることが最も望ましい。しかし、不条理な対応がある時は、これを検証によって打開する他はないと我々は考える。

裁判所の見識を期待してやまない。
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